
No 記載項目 改正前（現状） 改正後（案）

1

４
遵守事項

⑨
【Ｐ５】

　公共空間等におけるフリーWi-Fiに
ついては、セキュリティが不十分な
可能性があるため、接続しないこ
と。

　公共空間等におけるフリーWi-Fiを
利用する場合は、以下のマニュアル
を参考に、セキュリティ上の安全性
を確認のうえ、接続すること。
○公衆Wi-Fi利用者向け簡易マニュア
ル（総務省）

2

６
その他
（１）

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
追加
③

【Ｐ７】

　前項の規定によりアプリケーショ
ンのインストールが決定された場合
は、全ての端末に当該アプリケー
ションをインストールするものとす
る。

削除

3

６
その他
(３)
機器の
接続制限
【Ｐ７】

　機器の接続による情報漏えいやウ
イルス感染を防止するため、MDM（モ
バイルデバイスマネジメント）によ
り、データ転送が可能なUSB機器等の
接続を制限する。

削除

4

４
遵守事項

⑤
【Ｐ５】

　端末にデータを保存しないこと。 削除

議会用タブレット端末使用手引の改正について

　令和６年１１月中旬の議会用タブレット端末配付時に「議会用タブレット端末使用手
引」の説明が行われた。
　その際、当該手引の内容について、改正を求める意見があったため、それらを踏まえた
改正案を以下に示す。
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